
たとえば､こんなことはありませんか？

北海道立女性相談支援センターでは、女性の抱える様々な問題の相談に応じ、
支援を必要とする女性に寄り添いながら、市町村などの関係機関と連携して、
サポートしています。

令和６年４月１日より
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。
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北海道立女性相談支援センター（旧:北海道立女性相談援助センター）

女性相談専用ダイヤル

011－666－9955 （きゅうきゅうはここ）
・受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日及び年末年始を除く）

配偶者等からの暴力（DV）に係る電話相談は、下記の時間にも受付しています。

・月曜日～金曜日： 17：30～20：00（祝日及び年末年始を除く）

・土曜日・日曜日・祝日： 9：00～18：00（年末年始を除く）

※12月29日～1月3日はお休みします。


